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注１　刑法犯少年及び特別法犯少年の数には、触法少年の補導数を含む(以下同じ。）。
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注２　不良行為少年の数は、愛知県内で補導された少年の補導数をいう。



３　特別法犯少年

（１）　法　令　別

※

（２）　学　職　別

（１）　主なぐ犯行為別（令和元年）

（２）　学　職　別（令和元年）

５　不良行為少年

（１）　行　為　別

※ 注１　薬物乱用とは、シンナー等の乱用で補導された少年をいう。
※ 注２　指定行為とは、不健全就労で補導された少年をいう。

（２）　学　職　別

※　構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず１００とならない場合があります。
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